
 発議第１号 

令和６年６月２８日 

壱岐市議会議長 小金丸 益明 様 

 

提出者 壱岐市議会議員 植村 圭司 

賛成者 壱岐市議会議員 豊坂 敏文 

                    同 上   山口 欽秀  

 

壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 

 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び壱岐市議

会会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

（提案理由） 

 議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部と

して政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるととも

に、政務活動費を交付することにより、議員の政策形成能力の向上

及び議会の審議機能の強化を図る。 



1 

壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例 

    

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１

４項から第１６項までの規定に基づき、議会議員の調査研究その他の活動（以

下「政務活動」という。）に資するため必要な経費の一部として、議会にお

ける会派（議会内の議長を除く議員で構成する団体（所属議員が１人の場合

を含む。）をいう。以下同じ。）に対し政務活動費を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （政務活動の範囲） 

第２条 政務活動費の交付の対象となる政務活動は、会派として政策立案、政

策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施すると

ともに、会派に所属する議員が会派の職務を果たすための活動とし、政党活

動、後援会活動、選挙活動その他私的な活動を除くものとする。 

 （交付対象） 

第３条 政務活動費は、議会における会派に対して交付する。 

 （交付額及び交付の方法） 

第４条 会派に対する政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）に

おける当該会派の所属議員数に月額１万円を乗じて得た額を４月から９月ま

で及び１０月から翌年３月までの各半期ごとに交付する。 

２ 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。

ただし、各半期の途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日

の属する月（その日が基準日に当たるときは、任期満了日の属する月の前月）

までの月数分を交付する。 

３ 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成
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された日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たるときは、当月分）か

ら政務活動費を交付する。 

４ 前項の規定にかかわらず、一般選挙後に新たに結成された会派に対しては、

当該会派が結成された日の属する月分から政務活動費を交付する。この場合

における所属議員数は、当該会派が結成された日における所属議員数による。 

５ 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの

脱会があった場合は、当該議員は第１項の所属議員数に含まないものとし、

基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しな

い。 

６ 政務活動費は、第２項に規定する交付月の末日までに交付する。ただし、

次の各号に掲げる政務活動費は、それぞれ当該各号に定める日までに交付す

る。 

 (1) 第３項の政務活動費 会派が結成された日の属する月の翌月（その日

が基準日に当たるときは、当月）の末日 

 (2) 第４項の政務活動費 交付の申請があった日から起算して３０日を経

過する日 

 （所属議員数の異動に伴う調整） 

第５条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合にお

いて、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額

を下回るときは、当該下回る額に相当する額の政務活動費を追加して交付し、

既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回

るときは、会派は、当該上回る額に相当する額の政務活動費を返還しなけれ

ばならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、会派は、解散の日の属

する月の翌月分（その日が基準日に当たるときは、当月分）以降の政務活動
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費を返還しなければならない。 

３ 第１項の規定による政務活動費の追加交付並びに同項及び前項の規定によ

る政務活動費の返還は、所属議員数に異動が生じた日又は会派が解散した日

の属する月の翌月（これらの日が基準日に当たるときは、当月）の末日まで

にしなければならない。 

 （使途基準） 

第６条 会派は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものと

する。 

 （経理責任者） 

第７条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

 （収支報告書等の提出） 

第８条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、規則で定める様式に

より作成した政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに当該支出に係る

領収書等の証拠書類の写し（以下「収支報告書等」という。）を議長に提出

しなければならない。 

２ 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年４月３０

日までに提出しなければならない。 

３ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわら

ず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから３０日以内に収支

報告書等を提出しなければならない。 

 （議長の調査） 

第９条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支

報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確

保に努めるものとする。 

 （政務活動費の返還） 
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第１０条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた

政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該

残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。 

 （収支報告書等の保存及び閲覧等） 

第１１条 議長は、第８条の規定により提出された収支報告書等を、同条第２

項及び第３項に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度から起算して５

年間保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求すること

ができる。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

 使途基準 

項目 内  容 

研究研修費 

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又

は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しく

は研修会に参加するために要する経費（会場費、講師謝金、

出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費等） 

調査旅費 
会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地

調査に要する経費（交通費、旅費、宿泊費等） 

資料作成費 

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する

経費（印刷製本代、翻訳料、事務機器の購入及びリース代

等） 

資料購入費 
会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入

に要する経費 

広報費 

会派の調査研究活動、議会活動及び市の施策について住民に

報告し、ピーアールするために要する経費（広報紙及び報告

書の印刷費、送料、会場費等） 

広聴費 

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意

見を吸収するための会議等に要する経費（会場費、印刷費、

茶菓子代等） 

人件費 会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 

事務所費 

会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管

理に要する経費（事務所の賃借料及び維持管理費並びに備品

及び事務機器の購入費及びリース代等） 
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その他の経

費 

前項までに掲げる経費以外のもので、会派が行う調査研究そ

の他の活動に必要な経費 

 



 発議第２号 

令和６年６月２８日 

壱岐市議会議長 小金丸 益明 様 

 

提出者 壱岐市議会議員 植村 圭司 

賛成者 壱岐市議会議員 中原 正博 

                      

 

高レベル放射性廃棄物の最終処分場にしないことを求める 

意見書の提出について 

 

上記の議案を、別紙のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規定

により提出します。 



高レベル放射性廃棄物の最終処分場にしないことを求める意見書 

 

原子力発電所の使用済み核燃料を再処理する過程でできる、「高レベル放射性

廃棄物（いわゆる『核のゴミ』）」が、２０２０年段階で約１９，０００トンある

と国は公表しています。この「核のゴミ」の最終処分は、地下３００メートル以

深の岩盤内に「地層処分施設」を設置し、今後数万年以上かけて管理していく計

画となっております。 

一方、我が国は地質学的に、複数のプレートが複雑にひしめきあう世界有数の

地震大国でもあります。未知の活断層に起因した大地震によって、大きな被害を

受けた事例が多数あることも忘れてはなりません。この地震大国日本で、長期間

にわたり安定的に安全に「核のゴミ」を保管できるかについては、明確な回答が

示されていないのが現状です。 

この状況下、壱岐水道を挟んで、壱岐市に近接する佐賀県玄海町が今年５月１

０日、「高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定の文献調査を受け入れる」と表

明されました。そして６月１０日には、文献調査が始まりました。 

壱岐市と海を挟んで、目と鼻の先に「地層処分施設」設置の可能性が出てきた

ことに、壱岐市民は率直に、大変困惑しております。未だ「核のゴミ」を安全に

保管しておく技術が確立されていない中、壱岐市民の安心・安全な暮らしが大き

く影響を受けることは必至です。また、壱岐市と玄海町の間の宝の海を活用して、

生業をなす漁業や観光業等、壱岐市の産業、経済に与える風評被害の影響は計り

知れないものがあります。 

壱岐市議会としては、佐賀県玄海町に高レベル放射性廃棄物処分場が設置さ

れることは、到底容認できません。 

よって佐賀県及び玄海町におかれましては、下記の事項について確実に実行

するよう強く要望します。 

 

記  

 

１．佐賀県玄海町に、高レベル放射性廃棄物最終処分場を設置しないこと。 

２．佐賀県玄海町において、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関わる、概要

調査を行わないこと。 

３．原子力発電行政については、当該自治体のみでなく、周辺自治体への影響

も考慮した判断をしていくこと。 

 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  

令和６年６月２８日 

 長崎県壱岐市議会 

 

 送付先 佐賀県知事 玄海町町長 
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